
 

 

さいたま市施設修繕契約事務取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市（水道局を除く。）が発注する施設修繕の契約に係る指名競

争入札及び随意契約における見積の徴収（以下「入札等」という。）の事務の執行

について、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴  施設修繕 施設を維持管理する上で、原状復旧をし、継続的利用又は可動を

可能とする行為をいう。 

⑵ 設計図書等 仕様書、設計図面及び特記仕様書をいう。 

⑶ 委員会 さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会規程（平成１３年さい

たま市訓令第８号）に基づくさいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会をい

う。 

⑷ 予算所管課 対象となる施設修繕の予算を所掌する課所のことをいう。 

⑸ 契約規則 さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）をいう。 

⑹ 請求書 さいたま市会計規則（平成１３年さいたま市規則第６１号）第４３条

第２項で規定する事項を記載した請求書をいう。 

（設計図書等の作成） 

第３条 予算所管課の長は、施設修繕を執行しようとするときは、設計図書等を作成

し、執行予定額を算出しなければならない。 

（支出負担行為の手続） 

第４条 予算所管課の長は、執行予定額が３０万円以上２０００万円未満の施設修繕

（需用費、修繕料の施設修繕に限る。）又は執行予定額が３０万円以上５００万円

未満の施設修繕（需用費、修繕料のその他修繕に限る。）を執行しようとするとき

は、さいたま市予算規則（平成１３年さいたま市規則第６０号）第１６条の規定に

よる支出負担行為の手続において、前条に定める設計図書等を添付のうえ、当該施

設修繕を所管する部の部長等（以下「施設修繕所管部長等」という。）の承認を経

なければならない。 



 

 

２ 執行予定額にかかわらず契約締結に係る支出負担行為の手続は、予算所管課にお

いて行うものとする。 

第４条の２ 予算所管課の長は、執行予定額が１００万円以上の施設修繕を執行しよ

うとするときは、前条の手続において、契約課長の合議を経なければならない。 

（執行方法等の決定） 

第５条 施設修繕に係る契約方法及び指名業者等の選定その他必要な事項については、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により決定するものとする。 

⑴ 執行予定額が１００万円未満の施設修繕 さいたま市小規模修繕業者登録名

簿又はさいたま市競争入札参加資格者名簿から選定し、予算所管課の長が決定

する。 

⑵ 執行予定額が１００万円以上２，０００万円未満の施設修繕 さいたま市競

争入札参加資格者名簿から選定し、契約課長が決定する。ただし、執行予定額

が１００万円の場合は、さいたま市小規模修繕業者登録名簿から選定すること

ができる。 

⑶ 執行予定額が２，０００万円以上５，０００万円未満の施設修繕 さいたま

市競争入札参加資格者名簿から選定し、契約管理部長が決定する。 

⑷ 執行予定額が５，０００万円以上３億円未満の施設修繕 さいたま市競争入

札参加資格者名簿から選定し、財政局長が決定する。 

⑸ 執行予定額が３億円以上の施設修繕 さいたま市競争入札参加資格者名簿から

選定し、委員会の審議を経て、市長が決定する。 

（入札等を執行する課所等） 

第６条 施設修繕に係る入札等は、部筆頭課等において行うものとする。 

（指名の通知） 

第７条 第５条の規定に基づき、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、

指名業者選考書（様式第１号）により決裁を経たうえで、指名業者に対し、入札指

名通知書（様式第２号）により通知するものとする。ただし、執行予定額が３０万

円未満又は３０万円以上４００万円 以下の緊急修繕については、この限りでない。 

（入札保証金） 

第８条 入札保証金の納付及び免除については、契約規則第５条から第９条の規定に



 

 

よるものとする。 

２ 入札保証金の還付は、入札後、請求書を市長に提出させて行うものとする。ただ

し、落札者の入札保証金は、落札者が納付すべき契約保証金があるときは、これに

充当することができるものとする。 

３ 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金（その納付に代えて

提供された担保を含む。）は、地方自治法第２３４条第４項の規定により市に帰属

するものとする。 

４ 契約規則第９条第１項第２号の規定による入札保証金の納付の免除を希望する者

は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

種類及び規模をほぼ同じくする案件に該当する契約書の写し（当該契約が共同企

業体の実績である場合は、単体にあってはその単体等が、特定共同企業体にあって

は、出資比率２０％以上で構成した代表構成員としての実績に限る。） 

（設計図書等） 

第９条 設計図書等は、指名業者に閲覧、貸与又は配布するものとする。 

２ 設計図書等について指名業者から質問があったときは、質問及び回答を指名業者

のすべてに周知するものとする。 

（現場説明会） 

第１０条 現場説明会は、原則として実施しない。ただし、施設の修繕内容が分かり

にくい場合は、あらかじめ説明事項を整理し、現地の確認も認めるものとする。現

地で質問があった場合は、書面にて指名業者すべてに回答するものとする。 

（予定価格等の決定） 

第１１条 施設修繕所管部長等は、入札執行前に、予定価格を予定価格書（様式第３

号）に記入押印し、封書に入れ、封印するものとする。 

２ 最低制限価格を設けるときは、施設修繕所管部長がその価格を決定し、併せて予

定価格書に記入するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、入札等１件の執行予定額が３０万円未満又は３０万

円以上４００万円以下の緊急修繕の場合においては、予定価格書の作成を省略し、

執行予定額をもって、予定価格とすることができる。 

４ 予定価格及び最低制限価格を入札日よりも前に公表した場合には、予定価格書の



 

 

封入及び封印を省略することができる。 

（入札執行者） 

第１２条 入札執行者は、当該施設修繕の入札等の事務を所掌する課所等の長又は課

所等の長が指名した者とする。 

２ 入札執行者は、入札の執行にあたって、当該施設修繕の入札の事務を所掌する課

所等の職員に補助させることができる。 

（入札の立会人） 

第１３条 入札の立会人は、当該施設修繕の契約事務に関係しない主査相当職以上の

職員をもって充てる。 

（入札の準備） 

第１４条 入札の執行者は、入札の執行が適正に行われるよう、執行場所の選定並び

に入札の執行者及び入札参加者の配置について、十分配慮するものとする。 

２ 入札の執行者は、入札に先立ち、第１１条第１項による予定価格書及びくじ並び

に入札執行に必要なものを準備しなければならない。 

（入札の執行） 

第１５条 入札執行者は、通知した時刻になったとき、入札参加者を順次入室させ、

入札の開始を宣言し、当該施設修繕の件名、履行場所及び入札参加者名並びに入札

書に入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を記載する旨読み

上げて確認を行うものとする。 

２ 前項の確認後の入札参加は、認めないものとする。 

３ 入札参加者は、原則として１業者１人とし、入札執行途中での退室は認めないも

のとする。 

４ 入札は、入札書（様式第４号）に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書にし

て入札箱に投入させなければならない。 

５ 入札に参加する者の数が１人であるときは、入札を執行しないものとする。 

（代理人による入札） 

第１６条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合、入札執行者は、

入札前に委任状（様式第５号）を提出させ、代理人であることを確認しなければな

らない。 



 

 

（入札書の書換等の禁止） 

第１７条 入札執行者は、入札参加者がいったん投入した入札書の書換え、引換え又

は撤回をさせてはならない。 

（入札金額見積内訳書） 

第１８条 入札執行者は、入札参加者から初度入札時に必要に応じて入札金額見積内

訳書（様式第６号）の提出を求めることができる。 

（入札の延期等） 

第１９条 入札執行者は、入札参加者が連合し、又は妨害、不正行為等により入札を

公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加

させず、又は当該入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。 

２ 入札執行者は、天変地変その他の理由により入札を執行することが困難であると

認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。 

（入札の辞退） 

第２０条 入札執行者は、入札参加者が入札を辞退する旨の申し出があった場合、次

に掲げる各号により取り扱うものとする。 

⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届（様式第７号）を直接持参させるものとす

る。 

⑵ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を直接提出さ

せるものとする。 

２ 前項により入札を辞退した者については、これを理由として以後の指名等につい

て不利益な取扱いを行わないものとする。 

（開札） 

第２１条 開札は、入札書の提出後直ちに当該入札場所において、入札者及び立会人

の立会いのもとに行わなければならない。 

２ 入札執行者は、開札を宣した上、直ちに入札書を開封し、その適否の審査を行わ

なければならない。 

３ 入札執行者は、開封した入札書を入札価格順に整理し、予定価格と入札価格との

対比（最低制限価格を設けている場合は、これの１１０分の１００の価格との対比

）を行わなければならない。 



 

 

４ 入札執行者は、開札の結果として、入札参加者名及び入札価格を発表するものと

する。 

（入札の無効） 

第２２条 次に掲げる各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

⑴ 入札者の押印のない入札書による入札 

⑵ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札 

⑶ 押印された印影が明らかでない入札書による入札 

⑷ 入札に参加する資格のない者がした入札 

⑸ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書に

よる入札 

⑹ 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に

達しない者がした入札 

⑺ 代理人で委任状を提出しない者がした入札 

⑻ 他人の代理を兼ねた者がした入札 

⑼ ２通以上の入札書を提出した者がした入札又は２以上の者の代理をした者がし

た入札 

⑽ 入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札 

⑾ 明らかに連合によると認められる入札 

⑿ 通知書等において定めた提出書類を提出しない者がした入札、又は虚偽の提出

書類を提出した者がした入札 

⒀ 郵便（入札の方法として市長が指定したものを除く。）、電報、電話及びファ

クシミリによる入札 

⒁ 金額を訂正した入札書による入札 

⒂ 予定価格を入札執行前に公表している場合において、当該公表している金額を

超えた入札 

⒃ 最低制限価格を設定している場合において、当該金額に満たない入札 

⒄ 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札 

（落札者の決定） 

第２３条 入札執行者は、入札書比較価格（予定価格に１１０分の１００を乗じた価



 

 

格）の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格の１１０分の１００の価格以

上の価格をもって入札をした者とする。 

（くじによる落札者の決定） 

第２４条 入札執行者は、落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは直

ちに、当該入札参加者にまず落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引か

せ、その結果により落札者を決定するくじを引かせ、落札者を決定する。 

２ 前項により落札者を決定したときは、その入札書にくじを引いた結果落札した旨

を落札者に記載させ、記名押印させるものとする。 

３ 第１項のくじ引きにあたり、当該入札をした入札参加者がくじを引かないときは、

これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

（再度入札） 

第２５条 入札執行者は、開札後入札書比較価格の範囲内の入札（最低制限価格を設

けた場合にあっては、入札書比較価格の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００

の価格以上の価格の入札）がないときは、直ちに再度入札を行うものとする。 

２ 再度入札は、１回限りとする。 

３ 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者（最低制限価格

を設けた場合にあっては、最低制限価格の１１０分の１００の価格を下回らない入

札をした者）に限る。ただし、初度入札において無効の入札を行った者は、再度入

札に参加することができない。 

４ 予定価格を入札執行前に公表している場合においては、前３項の規定は適用しな

い。 

（不調時の取扱） 

第２６条 入札執行者は、指名競争入札の場合において、再度入札によっても、なお

落札者がないときは入札を打ち切り、改めて、当該入札参加者以外の者による指名

競争入札に付するものとする。ただし、指名替えによる指名競争入札に付すること

ができない場合は、随意契約とすることができる。 

２ 前項による随意契約は、再度入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して

行うものとする。 



 

 

３ 前条第４項の規定により再度入札を行わない場合の取り扱いについては、前２項

の規定を準用する。 

（落札結果等の通知） 

第２７条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、当該入札場所において、入札参

加者にその旨を発表するものとする。 

２ 施設修繕所管課は、落札者を決定した場合は、速やかにその旨を落札者に契約通

知書（様式第９号）により通知するものとする。ただし、契約規則第２７条の規定

により契約書の作成を省略する場合については、この限りでない。 

３ 前項の通知が落札者に到着した日から７日以内に当該落札者が契約の締結に応じ

ないときは、その決定は効力を失うものとする。 

（入札等結果の記録） 

第２８条 入札執行者は、施設修繕の入札等を行ったときは入札・見積結果表（様式

第８号）を作成しなければならない。ただし、執行予定額が３０万円未満又は３０

万円以上４００万円 以下の緊急修繕については、この限りでない。 

（随意契約の相手方の決定） 

第２９条 随意契約の相手方は、見積書比較価格（予定価格に１１０分の１００を乗

じた価格）の制限の範囲内で見積書を提出した者の中から当該施設修繕所管課長が

決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、見積書提出業者が１者の場合、見積執行者は、入札書

比較価格（予定価格に１１０分の１００を乗じた価格）の制限の範囲内での見積で

あることを確認したうえで、契約の相手方として決定することができる。 

（不調時の取扱） 

第３０条 見積執行者は、再度見積によっても、なお入札書比較価格の制限の範囲内

の見積がないときは見積執行を打ち切り、改めて、当該見積参加者以外の者による

見積に付するものとする。ただし、指名替えによる見積に付することができない場

合は、再度見積参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。 

（契約の相手方の通知） 

第３１条 見積執行者は、契約の相手方を決定した場合は、当該見積場所において、

見積参加者にその旨を発表するものとする。 



 

 

２ 第２９条第１項の規定により、施設修繕所管課長が随意契約の相手方を決定した

場合は、速やかにその旨を契約の相手方に契約通知書により通知するものとする。

ただし、契約規則第２７条の規定により契約書の作成を省略する場合については、

この限りでない。 

３ 前項の通知が契約の相手方に到着した日から７日以内に当該契約の相手方が契約

の締結に応じないときは、その決定は効力を失うものとする。 

（入札執行の準用） 

第３２条 第７条、第９条から第２２条まで（第１１条第２項及び第１５条第５項を

除く。）、第２５条及び第２８条の規定は、見積執行の場合に準用する。この場合

において、「指名競争入札」とあるのは「見積の徴収」と、「入札」とあるのは「

見積」と、「開札」とあるのは「見積合わせ」と読み替えるものとする。 

（契約保証金） 

第３３条 契約保証金の取扱いについては、次に掲げる各号によるもののほか、契約

規則第２９条から第３２条の規定によるものとする。 

⑴ 契約規則第３０条第３号の規定により契約保証金を免除するものは、原則とし

て契約金額が３００万円未満の施設修繕の請負契約とする。 

⑵ 受注者が契約規則第２９条第２項に規定する担保を付したときは、提出された

担保を契約書等と併せて保管するものとする。 

⑶ 契約規則第３０条第１項第１号に規定する履行保証保険契約及び同条同項第２

号に規定する工事履行保証契約に係る証券の提出を受けたときは、契約書等と併

せて保管するものとする。 

⑷ 請負金額が変更前の請負金額の１０分の３を超えて増額された場合は、契約保

証金（それに代わる保険、保証等を含む。）の額を増額後の請負金額の１０分の

１以上に増額変更するものとする。 

⑸ 契約保証金の還付は、会計規則による請求書を提出させて行うものとする。 

⑹ 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金（

その納付に代えて提供された担保を含む。）は、法第２３４条の２第２項の規定

により市に帰属するものとする。 

（契約の締結） 



 

 

第３４条 契約の締結は、施設修繕請負契約書（様式第１０号）により、契約の相手

方に第２７条第２項又は第３１条第２項の通知が到着した日から７日以内に行うも

のとする。 

（契約書作成の省略） 

第３５条 契約規則第２７条の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約書に

準ずる書面として施設修繕請負請書（様式第１１号）を提出させるものとする。た

だし、契約金額が３０万円未満で、契約の内容により必要がないと認められるとき

は、この限りでない。 

２ 前項の施設修繕請負請書の提出を求めるときは、市長は受注者に注文書（様式第

１２号）を送付しなければならない。ただし、契約金額が３０万円未満で、契約の

内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。 

（免税事業者の届出） 

第３６条 市長は、施設修繕の受注者が消費税免税事業者である場合は、当該受注者

に免税事業者届出書（様式第１３号）を提出させるものとする。 

（契約の変更） 

第３７条 請負代金額の変更又は工期の延長若しくは短縮等により変更が生じた場合

の変更契約の締結は、施設修繕請負変更契約書（様式第１４号）又は施設修繕変更

請負請書（様式第１５号）により行うものとする。 

２ 前項の変更契約の場合の支出負担行為の手続は、第４条の規定を準用する。 

（施設修繕の着手） 

第３８条 施設修繕所管課長は、請負契約締結の日から７日以内に施設修繕に着手さ

せなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限り

でない。 

２ 施設修繕所管課長は、受注者が施設修繕に着手したときは、着手届（様式第１６

号）を提出させなければならない。ただし、別表に定める基準により、提出させな

いことができる。 

（施設修繕の履行基準） 

第３９条 施設修繕所管課長は、施設修繕の履行に当たり受注者にさいたま市施設修

繕請負契約基準約款（平成２３年さいたま市制定）を遵守させるものとする。ただ



 

 

し、別表に定める基準により、工程表、現場代理人等通知書、施設修繕目的物引渡

書等の書類の作成については、省略することができる。 

２ 前条第２項ただし書及び前項ただし書の規定により書類の作成等を省略する場合

においては、施設修繕所管課長は当該施設修繕の仕様書等に省略する書類を明示し

なければならない。 

３ 施設修繕所管課長は、当該施設修繕の仕様書等で修繕記録（写真）の提出を明示

し、受注者に提出させなければならない。ただし、契約金額が１００万円未満の施

設修繕契約で、あらかじめ仕様書等で提出の省略を明示したものについては、この

限りでない。 

（部分払） 

第４０条 部分払の取扱いについては、次に掲げる各号によるもののほか契約規則第

３８条の規定及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款の規定によるものとする。 

⑴ 部分払をすることができるのは、履行期間が３箇月を超える施設修繕の請負契

約とし、当該履行期間が３箇月を超えるごとに１回の支払いをすることができる

ものとする。 

⑵ 市長が必要と認めたときは、履行期間が３箇月以下の施設修繕の請負契約であ

っても、毎月１回の支払いをすることができるものとする。 

（検査結果通知） 

第４１条 施設修繕所管課長は、施設修繕の検査完了後、検査結果を書面により受注

者に送付しなければならない。ただし、契約金額が３０万円未満の施設修繕契約で、

あらかじめ仕様書等で送付の省略を明示したものについては、この限りでない。 

（支払事務） 

第４２条 施設修繕に係る部分払金については、請求を受けた日から１０日以内に支

払うものとし、完了後の最終支払については、請求を受けた日から、３０日以内に

支払うものとする。 

（その他） 

第４３条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 



 

 

１ この要綱は、平成２３年５月２４日から施行する。 

（適用） 

２ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に指名する施設修繕について適用す

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に指名通知を行った契約について適用し、同日前に指名通知を行

った契約については、なお従前の例による。 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２５年２月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続について適用し、同日前に起案し

た支出負担行為の手続については、なお従前の例による。 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に行われる指名その他の契約の申込みの誘引に係る契約について

適用し、同日前に行われた指名その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、

なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１０月２２日から施行する。 

附 則  



 

 

（施行期日）  

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に締結する施設修繕契約について適用し、同日前に締結した施設

修繕契約については、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案

した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案

した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に起案する支出負担行為の手続きについて適用し、同日前に起案

した支出負担行為の手続きについては、なお従前の例による。 

附 則  

（施行期日）  



 

 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に締結する施設修繕契約について適用し、同日前に締結した施設

修繕契約については、なお従前の例による。 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に締結する施設修繕契約について適用し、同日前に締結した施設

修繕契約については、なお従前の例による。 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による改正後のさいたま市施設修繕契約事務取扱要綱の規定は、この要

綱の施行の日以後に締結する施設修繕契約について適用し、同日前に締結した施設

修繕契約については、なお従前の例による。 

 

 

 



 

 

別表（第３８条及び第３９条関係）  

施設修繕に関する書類作成の基準 

 

              ○：必須  △：省略することができる  ×：不要 

契約金額区分 130 万円を超

え、又は 130

万円以下で

契約書作成

の場合 

130 万円以下

で契約書の

作成を省略

して請書と

した場合 

30 万円未満 

契約書とした

場合 

請書とした

場合 

契約書・請書

省略 

着手届 ○ △ × × × 

請負代金内訳書 ○ ○ ○ ○ ○ 

工程表 ○ △ × × × 

現場代理人等通知書 ○ △ × × × 

施設修繕完成通知書 ○ ○ ○ ○ ○ 

検査結果通知書 ○ ○ × × × 

目的物引渡書 ○ ○ × × × 

 

緊急修繕             ○：必須  △：省略することができる  ×：不要 

契約金額区分 400 万

円を超

える 

130 万 円

を 超 え

400 万 円

以下、又

は 

130 万 円

以下で契

約書作成

の場合 

130 万 円

以下で契

約書の作

成を省略

して請書

とした場

合 

30 万円未満 

契 約 書 と

した場合 

請書とし

た場合 

契 約 書 ・

請書省略 

着手届 ○ △ △ × × × 

請負代金内訳書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

工程表 ○ ○ △ × × × 

現場代理人等通知書 ○ ○ △ × × × 

施設修繕完成通知書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

検査結果通知書 ○ ○ ○ × × × 

目的物引渡書 ○ ○ ○ × × × 



 

 

様式第１号（第７条及び３２条関係） 

 

指名業者選考書 

（ 入札 ・ 見積 ） 

 

件  名  

履行場所  

業者名等 代表者役職・氏名 住   所 電話番号 

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

10     

選定理由 

 

 

※ 入札指名（見積）通知日から落札者決定までの間に、さいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていないことを確

認すること。 

 

 

 

 

 



 

 

様式第２号（第７条及び３２条関係） 

 

入札（見積）指名通知書 

                第     号 

          様                 年  月  日 

 

        さいたま市長 

 

次のとおり入札しますから、関係書類並びに履行場所を熟知の上、下記の要領に

より入札書を提出してください。 

件   名  

履 行 場 所  

入 札 

開 札 

日 時    年  月  日  

場 所  

保証金 入札保証金 １．適用なし ２．免除 ３．入札金額(税込)の ５/１００以上 

契約保証金  １．免除   ２．契約金額の１０/１００以上 

履行期限        年  月  日 

最低制限価格 設定 （有・無）   

入札金額見積内訳書 提出 （要・否）   

契約主管課名    

（注意事項） 

１ 入札の無効 

  （１）地方自治法施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者が入札及びさいたま市契約規則に

違反した入札は無効とする。 

  （２）明らかに連合によると認められる入札は、無効とする。 

２ 入札（説明）資料 

  仕様書及び図面を貸与するので、入札後返還すること。また、必要に応じて現場説明を行なう場合があり

ます。 

３ 代理人が入札をするときには、委任状（施設修繕の案件ごと）を提出し、入札書には代理人の記名捺印を

すること。 

４ その他入札に関して質疑のある場合には、事前に申し出ること。 

５ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した

金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とする

ので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札を希望しない場合には、参加しないことが出来る。但し、辞退する場合には、入札執行までにその旨

届け出ること。 

７ 見積の場合は、本書中の「入札」を「見積」と読み替えるものとする。 
８ 見積の場合は、入札保証金を「適用なし」とする。



 

 

様式第３号（第１１条及び第３２条関係） 

 

 

 

 

予 定 価 格 書 

 

１ 件  名 

 

         

 

２ 履行場所 

 

Ａ 設計金額 

 

 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

Ｂ 設計金額 

比較価格 

A×100/110 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

Ｃ 予定価格 

 

 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

Ｄ 入札書 

比較価格 

C×100/110 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

Ｅ 最低制限 

価格 

C×2/3 以上 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

Ｆ 最低制限 

比較価格 

E×100/110 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

※ 最低制限価格を定めない場合及び随意契約の場合 Ｅ・Ｆ欄記入不要 

 
予定価格 

決 定 者 

 

部 長 



 

 

様式第４号（第１５条及び第３２条関係） 

 

入  札 (見 積 )書 （ 第   回 ）  

 

 

１ 件  名 

 

 

２ 履行場所 

 

 

３ 入札(見積)金額 

 

 

千  百  十  億  千  百  十  万  千  百  十  円  

 

４ 入札保証金 

 

 

   さいたま市契約規則に従い、仕様書及び履行場所等を熟知したので、入札（

見積）します。 

 

 

 

        年    月    日 

 

 

     住      所 

          

     氏      名         ㊞ 

 

     上記代理人         ㊞ 

    

   さいたま市長    

 

 

（注意事項） 

 １ 金額は算用数字で記入し、頭部に￥を付記すること。 

 ２ 代理人による入札の場合の印は、代理人印のみでよいこと。 



 

 

様式第５号（第１６条及び３２条関係） 

 

 

委  任  状  

 

 

 

私は、           ㊞ を代理人と定め、下記の施設修繕に関する入

札（見積）の一切の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 件    名 

 

 

２ 履 行 場 所 

 

 

      年  月  日 

 

住 所 

 

氏 名       ㊞ 

 

 

    さいたま市長 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

 １委任者の印は、法人にあってはその権限を有する者の印とする。 

 ２受任者の印は認印でも差し支えない。 



 

 

様式第６号（第１８条及び３２条関係） 

 

入札金額見積内訳書 

件  名               業者名 

履行場所               代表者名             

 

科    目 単 位 金   額 
構成比 

(％) 
摘 要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     
     

     

     
    

    

     
     
     

    

    

     
    

 



 

 

様式第７号（第２０条及び３２条関係） 

 

 

入 札（見 積）辞 退 届 

 

 

 

  年  月  日付け○○○第    号で下記について指名を受けま

したが、都合により入札（見積）を辞退します。 

 

記 

 

 

１ 件     名 

 

２ 履 行 場 所 

 

 

  年  月  日 

 

 

               住   所 

          

氏   名           ㊞ 

 

 

  さいたま市長 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式

第
８

号
（
第

２
８
条

及
び

３
２

条
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係
）
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で
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所
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は
、

執
行

予
定

額
か

ら
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
（
相

当
）
額

を
除

い
た

額
と

す
る

。

伝
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○

○
○

○
○

○
○

入
　

　
札
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見

　
　

積
　

　
　

結
　

　
果

　
　

表

平
成
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
　
　

平
成

　
年

　
月

　
日

　
施

設
修

繕
所

管
課
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部

　
　

　
　

　
　

  
  
課

　
　

　
　

　
　

履
 行

 予
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 期
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：
　

　
　

平
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日

円
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執
行

予
定

額

氏
名

予
定

比
較

額
決

定
額

　
入

札
・
見

積
　

執
行

日
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札
・
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契
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考

消
費

税
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額

円
円

業
　

　
者

　
　

名
　

　
等

入
　

札
　

・
　

見
　

積
　

　
　

金
　

額

第
１
回

第
２

回

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

　
【予

定
価

格
】

円
円

円
円

　
【比

較
価

格
】

円



 

 

様式第９号（第２７条関係）                                                   

第          号  

 年 月 日          

                  様 

 

          さいたま市長   

 

契 約 通 知 書 

 

 

    年    月    日に（入札を執行・見積書を徴収）した下記の件につ

いて、貴社を契約の相手方と決定しましたので通知します。 

  つきましては、同封の契約書に記名押印のうえ、必要書類を添付し、 日

以内に提出してください。 

 

記 

 

１  件 名    

２  履 行 場 所     

３  履 行 期 間       年 月 日  から     年 月 日  まで 

４  請 負 代 金 額                     円 

       （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額               円） 

５  契 約 保 証 金 

６  提 出 先 

７  そ    の    他 

 

 

 



 

 

 

様式第１０号（第３４条関係） 
 伝票番号        ‐  ‐ 

 

施設修繕請負契約書 
 
 
 １ 件 名 
 
 
 ２ 履行場所 
 
 
 ３ 履行期間      年  月  日から    年  月  日まで 
 
 
 ４ 請負代金額                    円 

（内取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 
 
 
 ５ 契約保証金 
 
 

 ６ そ の 他 

上記について、発注者と受注者とは、対等な立場における合意に基

づいて、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款の定めるところにより契約

を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自

１通を保有する。 

 

 

  年  月  日 

 

             住 所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

        発 注 者    さいたま市 

氏 名 さいたま市長  

 

住 所 

受 注 者 

氏 名 

 

 

 



 

 

 

様式第１１号（第３５条関係） 

伝票番号        ‐  ‐   

 

施設修繕請負請書 

 

１ 件  名   

 

２ 履行場所   

 

３ 履行期間       年  月  日から    年  月  日 まで 

 

４ 請負代金額 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 

       

  

     うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円 

 

 

 上記の施設修繕について、さいたま市契約規則（平成１３年５月１日規

則第６６号）及びさいたま市施設修繕請負契約基準約款を遵守し、これを

履行します。もし違反したときは、当該規則等によって処分を受けても異

議ありません。 

この証として本書１通を提出します。 

 

  年  月  日 

 

さいたま市長 

 

 

 

住 所 

受 注 者 

氏 名 



 

 

様式第１２号（第３５条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

          様 

 

                      さいたま市長 

 

注 文 書 

 

 

下記のとおり発注しますので、別紙施設修繕請負請書を提出して下さい。 

 

記 

 

１ 件  名   

 

 

２ 履行場所   

 

 
３ 履行期間      年  月  日 から     年  月  日 まで 

 

 

４ 請負代金額 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額       円 

 

５ 伝票番号 

 



 

 

様式第１３号（第３６条関係） 
 
 

免税事業者届出書 
 
 

年      月      日 
 
  （あて先）さいたま市長 
 
 
                               所在地       
 
                               商号又は名称 
 
                               役職名       
 
                               氏名                        
 
 

  下記の期間については、消費税法の免税事業者（同法第９条第１項本文

の規定により消費税を納める義務が免除される事業者）であるのでその旨

届出します。 

 
 
 
 

記 
 
 
      課税期間          自            年      月      日 
 
                       至            年      月      日 



 

 

様式第１４号(第３７条関係) 

伝票番号        ‐  ‐   

施設修繕請負変更契約書 

 

１ 件  名   

 

２ 履行場所   

 

３ 変更事項 

（１）履行期間 

原履行期限      年  月  日 

変更履行期限      年  月  日 

（２）請負代金額 

 

   増(減)額 

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

            

 うち取引に係る消費税及び地方消費税の額        円 

 

（３）契約保証金 

 

 （４）その他の変更事項 

 

４ そ の 他   

 

上記変更契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自

１通を保有する。 

 

 

  年  月  日 

 

住 所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

発 注 者     さいたま市 

氏 名 さいたま市長  

 

 

住 所 

受 注 者 

氏 名

 

 

 



 

 

様式第１５号（第３７条関係） 
伝票番号        ‐  ‐   

 

施設修繕変更請負請書 

 

１ 件 名 

 

２ 履 行 場 所 

 

３ 変更事項 

(１) 履行期間 

原履行期限      年  月  日 

変更履行期限      年  月  日 

 

 (２) 契約増減額   増(減)額                円 

  （内取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 

 

 (３) その他 

 

 

     年  月  日に請書を提出した施設修繕契約を上記のとおり

変更し、修繕を履行いたします。 

 

   本契約の証として、本書１通を提出します。 

 

      年  月  日 

 

さいたま市長  

 

 

 

住 所 

受 注 者 

氏 名  

 

 

 

 

 



 

 

様式第１６号（第３８条関係） 

 

 

着  手  届 

 

 

１．件    名 

 

 

２．履 行 場 所 

 

 

３．履 行 期 間        年   月   日 か ら 

                年   月   日 ま で 

 

４．請負代金額 

 

 

５．着手年月日 

 

 

 

  上記施設修繕を着手いたしましたので届け出ます。 

 

 

 

      年  月  日 

 

 

住 所 

                受 注 者 

氏 名            

 

 

 さいたま市長 

 

 


